
令 和 元 年 高 島 市 教 育 委 員 会 

第１２回定例会議事日程 

 

日 時  令和元年１２月２６日（木） 

午後３時００分 

                場 所  高島市役所 新館２階 教育委員会室 

  

 

１．教育長あいさつ 

 

 

２．令和元年第１１回定例会会議録の承認 

 

 

３．議事録署名委員の指名 

 

         委員      委員 

 

 

４．議事 

  日程第１ 議第４９号 高島市子ども読書活動推進計画（第３次計画）の策定

について               別冊資料 

 

日程第２ 議第５０号 高島市学校給食共同調理場管理運営規程の一部を改正

する訓令案 

 

 

５．報告事項 

報告第３６号 令和元年１２月高島市議会定例会一般質問の概要報告 

                                別冊資料 

 

報告第３７号 高島市教育委員会事務局職員の文書訓告処分について 

当日配布 

  

 

６．今後の日程 
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入 
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議第４９号 

 高島市子ども読書活動推進計画（第３次計画）の策定について 

 上記の議案を提出する。 

  令和元年１２月２６日 

                    高島市教育委員会 

                     教育長 上 原 重 治 

                                   

 

高島市子ども読書活動推進計画（第３次計画）の策定について 

 

 子どもの読書活動の推進に関する法律（平成１３年法律第１５４号）第９

条第２項の規定により、高島市子ども読書活動推進計画（第３次計画）を策

定することにつき、議決を求める。 

 

記 

 

 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

議第５０号 

高島市学校給食共同調理場管理運営規程の一部を改正する訓令案 

上記の議案を提出する。 

 令和元年１２月２６日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治 

 

 

高島市学校給食共同調理場管理運営規程の一部を改正する訓令 

 

高島市学校給食共同調理場管理運営規程（平成１７年高島市教育委員会訓

令第１０号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「２５０円」を「小学生以下２４０円、中学生以上２７０

円」に改める。 

付 則 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 



高島市学校給食共同調理場管理運営規程 新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（教職員等に係る学校給食に要する経費の

賦課徴収） 

第４条 教職員等に係る学校給食に要する経

費の賦課徴収額（以下「徴収金」とい

う。）については、高島市学校給食費負担

金徴収規則（平成１７年高島市教育委員会

規則第４４号）第２条第１項第２号で規定

する中学生の給食費の額とする。 

２ 試食に係る徴収金は、１食当たり２５０

円                              とす

る。 

（教職員等に係る学校給食に要する経費の

賦課徴収） 

第４条 教職員等に係る学校給食に要する経

費の賦課徴収額（以下「徴収金」とい

う。）については、高島市学校給食費負担

金徴収規則（平成１７年高島市教育委員会

規則第４４号）第２条第１項第２号で規定

する中学生の給食費の額とする。 

２ 試食に係る徴収金は、１食当たり小学生

以下２４０円、中学生以上２７０円とす

る。 

 


